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報道関係者 各位 

 

～平成 28 年 6 月 1 日現在の障害者雇用状況集計結果～ 

県内の雇用障害者数は過去最高を更新し、 

実雇用率は 2.46％（全国第 3 位） 
 

障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合（法

定雇用率、民間企業の場合は 2.0%）以上の障害者を雇うことを義務付けており、大分労働局（局長 

南保 昌孝)及び県内７カ所のハローワークは、民間企業や公的機関等に対し、障害者雇用の拡大

を要請しています。 

このほど、平成 28 年６月１日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況につい

て、民間企業や公的機関等より報告を受け、以下のとおり取りまとめました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

平成 28 年 12 月 13 日 

【照会先】 

大分労働局職業安定部 

 職 業 対 策 課 長  鶴 岡 道 弘  

 地方障害者雇用担当官  友 永 勝 喜  

  電話 ０９７－５３５－２０９０（内線３０４） 

【集計結果のポイント】 
 
＜民間企業＞(50 人以上規模)（法定雇用率 2.0％） 
○ 算定雇用障害者数は 3,115.5 人と前年より 2.2％（66 人）増加し、 

過去最高を更新（７年連続)！ 
○ 実雇用率は、昨年より 0.03 ポイント増の 2.46% 全国３位（前年２位） 
○ 法定雇用率達成企業の割合は、                    

前年より 2.5 ポイント増の 61.2% 全国８位 （前年 11 位） 
 

＜公的機関等＞ 
○ 県の機関（法定雇用率 2.3%) は、算定雇用障害者数 123.5 人と前年比で 5 人増加し、実雇用

率は 2.65%となり、４機関とも達成。 

○ 市町村の機関（法定雇用率 2.3%)は、算定雇用障害者数 265.5 人と前年比で７人増加し、実

雇用率は 2.50%となったが、2 市で未達成。 

○ 教育委員会（法定雇用率 2.2%)は、算定雇用障害者数 169.5 人と前年より 1.5 人減少したが、

実雇用率は 2.24%となっており、2 機関とも達成。 

○ 特殊法人等（法定雇用率 2.3%)は、国立大学法人で算定雇用障害者数 16.0 人、実雇用率

0.94%と未達成。 

また、公立大学法人の 2 大学は、 算定雇用障害者数 2.0 人、実雇用率 1.90%となり、実雇用

率が法定雇用率を下回っているものの、雇用義務数（2 人）を満たしているため、達成。（※P.７ 

注３参照のこと。） 
 

 大分労働局・ハローワークは、法定雇用率を下回る公的機関、特殊法人、民間企業等に対し、引

き続き障害者の雇用促進に向け、一層の指導を行ってまいります。 

 

大分労働局 Press Release 
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１ 民間企業における雇用状況  

 

 (1) 雇用されている障害者の数、実雇用率、法定雇用率達成企業の割合 

○ 民間企業（50 人以上規模の企業：法定雇用率 2.0％）に雇用されている障害者の

実人数は、2,627 人（対前年 2,532 人の 3.8％増）で算定障害者数（注１）は、3,115.5

人（対前年 3,049.5 人の 2.2％増）と、過去最高を更新した。 

○ 雇用者のうち、身体障害者は実人数 1,641 人、算定数 2,177.5 人（対前年比

1.0％増）、知的障害者は実人数 683 人算定数 688.0 人（対前年比 0.5％減）、精神

障害者は実人数 303 人、算定数 250.0 人（対前年比 23.8％増）と、精神障害者の

伸び率が大きい。 

○ 実雇用率（注２）は、2.46%（全国平均 1.93%）で前年より 0.03 ポイント上昇したもの

の全国３位(前年 2 位)、法定雇用率達成企業割合は、61.2％（全国 48.8％）で、前

年より 2.5 ポイント上昇し、全国順位は８位(前年 11 位)となった。 

              （第１表 民間企業における障害者の雇用状況）            
 
 (2) 企業規模別の状況 

○ 雇用されている障害者数を規模別にみると、算定障害者数において５０～100人

未満で649.5人(63.0人増)、100～300人未満で1,050.0人(10人増)、300～500人未

満で280.0人（12.5人増）、500人以上で1,136.0人（19.5人減）と、500人以上で前年

を下回った。 

○ 実雇用率は、100～300 人未満と 500 人以上規模企業で前年を下回っている。 
また、300～500 人未満規模企業(1.93％)は法定雇用率 2.0%に達していない。 

 
○ 法定雇用率達成企業の割合は、50～100人未満規模企業(59.5%、前年60.1％)以

外は前年を上回っている。しかし、300～500人未満規模企業(53.2%、前年44.9％)は、
依然として他の規模よりも達成企業割合が低い。 

（第２表 民間企業における規模別障害者の雇用状況） 

  
  (3) 産業別の状況 

○ 雇用されている障害者の数は、算定障害者数において、昨年大きく増加（79.0人

増）した福祉・介護（34.0人増）でさらに増加している。また、昨年30人増加した医

療・保健衛生でも21.5人増とさらに増加した。しかし、昨年大きく増加した製造業（昨

年59.5人増）、宿泊業、飲食サービス業（昨年70.0人増）については、それぞれ、13.

5人減、31人減となっている。 

○ 実雇用率は、総じて高くなっているが、「農、林、漁業」(1.59%→1.03%)、電気・ガ

ス・熱供給(1.20%→1.19%)、「金融業、保険業」(1.87%→1.86%)、「不動産業、物品賃

貸業」(1.80%→1.78%)、宿泊業・飲食サービス業(2.49%→1.91%)、福祉・介護(6.71%

→6.38%)と低下した。 

○ 法定雇用率達成企業割合は、建設業(40.7%→41.4%)、製造業(66.1%→67.1%)、情

報通信業(26.3%→27.8%)、卸売業、小売業(44.4%→47.5%)、「不動産業、物品賃貸

業」(70.0→80.0%)、宿泊業・飲食サービス業(61.3%→66.7%)、「生活関連サービス業、

娯楽業」(22.2%→33.3%)、医療・保健衛生(53.1%→59.5%)、サービス・その他(63.0%

→77.4%)で伸びたものの、その他の産業は同率か低下となった。 

 （第３表 民間企業における産業別障害者の雇用状況） 
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２ 地方公共団体における在職状況 
  

(1) 都道府県の機関 
都道府県の機関(法定雇用率 2.3%)に在職している算定障害者の数は 123.5 人(前

年 118.5 人)、実雇用率は 2.65%(前年 2.55%)で、前年より 0.1 ポイント上昇した。  
（第４表 ①法定雇用率 2.3%が適用される地方公共団体) 

 
(2) 市町村の機関  

市町村の機関(法定雇用率 2.3%)に在職している算定障害者の数は 265.5 人(前年
258.5 人)、実雇用率は 2.50%(2.45%)で、前年より 0.05 ポイント上昇した。 

   (第４表 ①法定雇用率 2.3%が適用される地方公共団体) 
 

(3) 教育委員会 
法定雇用率 2.2%が適用される県及び市教育委員会に在職している算定障害者の

数は、169.5 人(前年 171.0 人)、実雇用率は 2.24%（県教育委員会は 2.22％、市教育
委員会は 3.15％）で、前年と同率となった。 

    (第４表 ②法定雇用率 2.2%が適用される県及び市の教育委員会) 
 
 
３ 特殊法人等における在職状況 

 
(1) 国立大学法人(法定雇用率 2.3%) 

在職している算定障害者の数は 16.0 人(前年 14 人)、実雇用率は 0.94%(前年
0.83%)で、前年より 0.11 ポイント上昇した。  

(第５表 特殊法人等（法定雇用率 2.3%適用)） 
 

(2) 公立大学法人(法定雇用率 2.3%) 
在職している算定障害者の数は 2.0 人(前年 1.0 人)、実雇用率は 1.90%(前年

1.05%)で、前年より 0.85 ポイント上昇した。 
(第５表 特殊法人等（法定雇用率 2.3%適用） 

 
 
 
(注１)・・・重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、

２人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。 
重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定

労働時間が２０時間以上３０時間未満の労働者）については、１人分として、
重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労
働者については、0.5 人分としてカウントされる。 
 

（注２）・・・雇用している障害者の数を常用労働者数で除した割合。 
常用労働者数は、雇用期間が 1 年を超えているか、または超える見込みの

労働者のうち、週の所定労働時間が 30 時間以上の者を 1 人、短時間労働
者（１週間の所定労働時間が２０時間以上３０時間未満の労働者）を 0.5 人と
カウントした総数から、除外率相当数（身体障害者及び知的障害者が就業
することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について
定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。 
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第１表   民間企業における障害者の雇用状況

年 実人数 算定数 実人数 算定数 実人数 算定数 実人数 ③算定数

(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) ③/②×100  ①/⑤×100

28年 755 126,619.5 1,641 2,177.5 683 688.0 303 250.0 2,627 3,115.5 2.46 462 61.2

27年 744 125,452.5 1,636 2,155.5 645 692.0 251 202.0 2,532 3,049.5 2.43 437 58.7

第２表   民間企業における規模別障害者の雇用状況

区分 実人数 算定数 実人数 算定数 実人数 算定数 実人数 ③算定数

(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) ③/②×100  ①/⑤×100

50～ 346 23,835.0 272 324.5 246 281.5 55 43.5 573 649.5 2.72 206 59.5

100人未満 (346) (23,842.0) 252 (308.5) 202 (251.5) 35 (26.5) 489 (586.5) (2.46) (208) (60.1)

100～ 329 48,666.0 584 747.5 208 206.0 117 96.5 909 1,050.0 2.16 209 63.5

300人未満 (316) (46,877.0) 582 (721.0) 237 (254.5) 76 (64.5) 895 (1,040.0) (2.22) (190) (60.1)

300～ 47 14,512.0 175 243.5 24 17.0 20 19.5 219 280.0 1.93 25 53.2

500人未満 (49) (15,010.0) 176 (236.0) 19 (14.0) 21 (17.5) 216 (267.5) (1.78) (22) (44.9)

 500人以上 33 39,606.5 610 862.0 205 183.5 111 90.5 926 1,136.0 2.87 22 66.7

(33) (39,723.5) 626 (890.0) 187 (172.0) 119 (93.5) 932 (1,155.5) (2.91) (17) (51.5)

755 126,619.5 1,641 2,177.5 683 688.0 303 250.0 2,627 3,115.5 2.46 462 61.2

(744) (125,452.5) 1,636 (2,155.5) 645 (692.0) 251 (202.0) 2,532 (3,049.5) (2.43) (437) (58.7)

 （　　）内は平成27年分

注）1

2

3

全国計

年 実人数 算定数 実人数 算定数 実人数 算定数 実人数 ③算定数

(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) ③/②×100  ①/⑤×100

28年 89,359 24,650,200.5 242,933 327,600.0 94,317 104,746.0 49,356 42,028.0 386,606 474,374.0 1.92 43,569 48.8

27年 87,935 24,122,923.0 238,405 320,752.5 87,140 97,744.0 40,808 34,637.0 366,353 453,133.5 1.88 41,485 47.2

規模計

　②欄の「算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者及び知的障害
者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて
得た数）を除いた労働者数である。

　③の算定障害者の数については、法律上の算定方法により、「重度身体障害者及び重度知的障害者」は、
１人を２人に相当するものとしており、「重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短
時間労働者」については、１人を0.5人に相当するものとして算出している。

　精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障害者は、平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなっ
ている。

（平成28年 資料出所　大分労働局集計）

平成28年6月1日現在

身体障害者数 知的障害者数 精神障害者数 ④実雇
用率

⑤法定

雇用率

達成企

業数

⑥法定雇

用率達成

企業割合

知的障害者数 精神障害者数身体障害者数 ⑤法定

雇用率

達成企

業数

⑥法定雇

用率達成

企業割合

④実雇
用率

（平成28年 資料出所　大分労働局集計）

障害者数計

平成28年6月1日現在

（平成28年 資料出所　厚生労働省集計）

②算定基礎

労働者数

②算定基礎

労働者数

②算定基礎

労働者数

①企
業数

①企
業数

①企
業数

平成28年6月1日現在

身体障害者数 知的障害者数 精神障害者数 障害者数計 ④実雇
用率

⑤法定

雇用率

達成企

業数

⑥法定雇

用率達成

企業割合

障害者数計
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第３表   一般の民間企業における産業別障害者の雇用状況

実人数 算定数 実人数 算定数 実人数 算定数 実人数 ③算定数 達成割合

(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) ③/②×100 ⑤/①×100

2 193.5 1 2.0 0 0.0 0 0.0 1 2.0 1.03 1 1 50.0

(2) (126.0) (1.0) (2.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (2.0) (1.59) (1) (1) (50.0)

1 122.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0 2 2.0 1.64 1 0 100.0

(1) (136.5) (1.0) (1.0) (0.0) (0.0) (1.0) (1.0) (2.0) (2.0) (1.47) (1) (0) (100.0)

1 303.0 2 1.5 0 0.0 0 0.0 2 1.5 0.50 0 1 0.0
(2) (356.0) (2.0) (1.5) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (2.0) (1.5) (0.42) (0) (2) 0.0
29 2,639.5 22 32.0 0 0.0 2 2.0 24 34.0 1.29 12 17 41.4

(27) (2,551.0) (22.0) (30.0) (0.0) (0.0) (2.0) (2.0) (24.0) (32.0) (1.25) (11) (16) (40.7)

164 33,317.5 380 530 95 119 35 34 510 682 2.05 110 54 67.1
(171) (34,304.0) (405) (550.5) (99) (124.5) (22) (20.5) (526) (695.5) (2.03) (113) (58) (66.1)

食料品・たばこ 37 5,453.5 56 70.0 27 28.0 4 4.0 87 102.0 1.87 27 10 73.0

繊維工業 7 673.0 16 21.0 13 21.0 3 2.5 32 44.5 6.61 6 1 85.7

木材・家具 5 420.5 4 5.0 5 6.0 0 0.0 9 11.0 2.62 4 1 80.0

パルプ・紙・印刷 9 807.0 9 13.0 0 0.0 0 0.0 9 13.0 1.61 7 2 77.8

化学・石油製品 11 1,303.0 15 22.0 3 3.0 2 2.0 20 27.0 2.07 9 2 81.8

ゴム・革製品 3 704.5 11 15.0 3 3.0 3 3.0 17 21.0 2.98 2 1 66.7

窯業・土石 5 630.5 8 9.0 0 0.0 0 0.0 8 9.0 1.43 3 2 60.0

鉄鋼 1 73.0 0 0.0 0 0.0 2 2.0 2 2.0 2.74 1 0 100.0

非鉄金属 4 727.5 3 4.0 3 4.0 2 2.0 8 10.0 1.37 3 1 75.0

金属・はん用機器 26 4,514.5 51 73.0 1 1.0 2 2.0 54 76.0 1.68 13 13 50.0

電子・通信機器 53 17,534.0 197 286.0 40 52.5 17 16.5 254 355.0 2.02 33 20 62.3

その他 3 476.5 10 11.5 0 0.0 0 0.0 10 11.5 2.41 2 1 66.7

4 336.5 4 4.0 0 0.0 0 0.0 4 4.0 1.19 2 2 50.0

(4) (332.0) (4) (4.0) (0) (0.0) (0) (0.0) (4) (4.0) (1.20) (3) (1) (75.0)

18 2,552.0 24 33.0 0 0.0 2 2.0 26 35.0 1.37 5 13 27.8

(19) (2,301.0) (19) (26.0) (0) (0.0) (1) (1.0) (20) (27.0) (1.17) (5) (14) (26.3)

43 6,491.5 110 132.5 14 16.0 4 4.0 128 152.5 2.35 31 12 72.1

(40) (6,244.5) (102) (123.0) (15) (17.0) (6) (6.0) (123) (146.0) (2.34) (30) (10) (75.0)

99 18,746.0 172 220.0 71 58.5 58 41.0 301 319.5 1.70 47 52 47.5

(99) (19,430.0) (175) (219.0) (63) (49.5) (58) (38.0) (296) (306.5) (1.58) (44) (55) (44.4)

11 4,999.0 63 87.0 0 0.0 6 6.0 69 93.0 1.86 4 7 36.4

(11) (5,021.0) (66) (92.0) (0) (0) (2.0) (2) (68.0) (94) (1.87) (4) (7) (36.4)

10 955.5 11 14.0 2 3.0 0 0.0 13 17.0 1.78 8 2 80.0

(10) (945.0) (10) (13.0) (3) (4.0) (0) (0.0) (13) (17.0) (1.80) (7) (3) (70.0)

11 981.0 10 13.0 1 1.0 0 0.0 11 14.0 1.43 5 6 45.5

(7) (771.5) (7) (9.0) (1) (1.0) (0) (0.0) (8) (10.0) (1.30) (4) (3) (57.1)

33 9,361.0 84 108.0 52 42.0 32 28.5 168 178.5 1.91 22 11 66.7

(31) (8,414.5) (92) (116.5) (56) (49.0) (52) (44.0) (200) (209.5) (2.49) (19) (12) (61.3)

15 1,616.0 8 8.5 9 8.5 4 4.0 21 21.0 1.30 5 10 33.3

(18) (2,026.0) (8) (9.0) (7) (7.0) (3) (3.0) (18) (19.0) (0.94) (4) (14) (22.2)

12 1,736.0 20 31.0 0 0.0 0 0.0 20 31.0 1.79 8 4 66.7

(12) (1,673.5) (20) (30.0) (0) (0.0) (0) (0.0) (20) (30.0) (1.79) (8) (4) (66.7)

111 16,720.5 198 272.0 22 18.5 40 30.0 260 320.5 1.92 66 45 59.5

(113) (16,564.5) (197) (267.0) (11) (9.5) (30) (22.5) (238) (299.0) (1.81) (60) (53) (53.1)

128 15,018.0 358 478.5 391 399.0 100 80.5 849 958.0 6.38 90 38 70.3

(113) (13,775.0) (336) (463.5) (366) (408.5) (64) (52.0) (766) (924.0) (6.71) (84) (29) (74.3)

10 3,751.5 41 56.5 6 4.0 2 1.5 49 62.0 1.65 4 6 40.0

(10) (3,752.5) (41) (53.5) (5) (3.0) (0) (0.0) (46) (56.5) (1.51) (5) (5) (50.0)

53 6,779.5 132 153.5 20 19.0 17 15.5 169 188.0 2.77 41 12 77.4

(54) (6,728.0) (128) (145.0) (19) (19.0) (10) (10.0) (157) (174.0) (2.59) (34) (20) (63.0)

755 126,619.5 1,641 2,177.5 683 688.0 303 250.0 2,627 3,115.5 2.46 462 293 61.2

(744) (125,452.5) (1636) (2,155.5) (645) (692.0) (251) (202.0) (2532) (3,049.5) (2.43) (437) (307) (58.7)

不動産・物品賃貸業

学術・専門・技術
サービス業

④実雇
用率区    分 ⑤達

成企

業数

身体障害者数 知的障害者数

農・林業

建設業

電気・ガス・熱供給
業

情報通信業

運輸・郵便業

卸売・小売業

金融・保険業

未達

成企

業数

漁業

鉱・採石・砂利採取
業

平成28年6月1日現在

宿泊・飲食サービス
業
生活関連サービス・
娯楽業

①企
業数

②算定
基礎労
働者数

（平成28年 資料出所　大分労働局集計）

製造業

法定雇用率達成状況

教育・学習支援業

医療・保健衛生

福祉・介護

複合サービス事業

サービス・その他

産　業　計

注）　　 （   ）内は平成27年分

精神障害者数 障害者数計
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第４表　地方公共団体における障害者の在職状況

①

実人数 算定数 実人数 算定数 実人数 算定数 実人数 ③算定数

(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) ③/②×100

県 4,662.0 81 108.5 17 9.5 7 5.5 105 123.5 2.65

４ 機関 (4,653.0) (79) (104.0) (18) (10.0) (6) (4.5) (103) (118.5) (2.55) 

適用機関 市町村 10,607.5 204 258.0 3 2.0 6 5.5 213 265.5 2.50

２４機関 (10,542.5) (200) (252.0) (2) (1.0) (7) (5.5) (209) (258.5) (2.45) 

15,269.5 285 366.5 20 11.5 13 11.0 318 389.0 2.55

(15,195.5) (279) (356.0) (20) (11.0) (13) (10.0) (312) (377.0) (2.48) 

（平成28年 資料出所　大分労働局集計）

 

①

実人数 算定数 実人数 算定数 実人数 算定数 実人数 ③算定数

(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) ③/②×100

県 7,447.5 140 165.5 0 0.0 0 0.0 140 165.5 2.22

１機関 (7,483.0) (139) (167.0) (0) (0.0) (0) (0.0) (139) (167.0) (2.23)

適用機関 市町村 127.0 2 4.0 0 0.0 0 0.0 2 4.0 3.15

（教育委員会） １機関 (138.0) (2) (4.0) (0) (0.0) (0) (0.0) (2) (4.0) (2.90)

　 7,574.5 142 169.5 0 0.0 0 0.0 142 169.5 2.24

(7,621.0) (141) (171.0) (0) (0.0) (0) (0.0) (141) (171.0) (2.24) 

（平成28年 資料出所　大分労働局集計）

注）１   

 ２

３

４ 　（　）内は平成27年6月1日現在の数値である。
　なお、精神保健福祉手帳を所持する精神障害者は平成18年４月１日から実雇用率に算定されることと
なっている。

　①欄の「算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員
が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　④欄の「実雇用率」の算定に当たっては、「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、
１人を２人に相当するものとしており、「重度以外身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短
時間障害者」については、１人を0.5人に相当するものとしている。

　対象となる職員は、雇用期間が1年を超えた、もしくは、超える見込みの職員で、算定に当たっては、１週
間の所定労働時間が30時間以上の職員を１人とカウントし、１週間の所定労働時間が20時間以上30時間
未満の職員は0.5人とカウントすることとなっている。

合計

①　法定雇用率2.3 ％が適用される地方公共団体

 雇用率
 2.2%

②　法定雇用率2.2 ％が適用される県及び市の教育委員会

　

身体障害者数 知的障害者数 精神障害者数 障害者数計
④実雇
用率算定基礎

職員数

合計

　

身体障害者数 知的障害者数 精神障害者数

 雇用率
 2.3%

障害者数計
④実雇
用率算定基礎

職員数

平成28年6月1日現在

平成28年6月1日現在
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備考

3831.0 (3,829.5) 101.0 (99.0) 2.64 (2.59) 0.0 (0.0)

63.0 (63.0) 1.0 (1.0) 1.59 (1.59) 0.0 (0.0)

396.0 (394.5) 12.0 (9.0) 3.03 (2.28) 0.0 (0.0)

372.0 (366.0) 9.5 (9.5) 2.55 (2.60) 0.0 (0.0)

2396.5 (2,397.0) 55.0 (56.0) 2.30 (2.34) 0.0 (0.0)

745.5 (757.5) 23.5 (18.0) 3.15 (2.38) 0.0 (0.0)

968.0 (905.0) 18.0 (16.0) 1.86 (1.77) 4.0 (4.0)

561.0 (568.0) 15.0 (15.0) 2.67 (2.64) 0.0 (0.0)

307.5 (306.0) 8.0 (8.0) 2.60 (2.61) 0.0 (0.0)

1000.0 (1,000.0) 25.0 (25.0) 2.50 (2.50) 0.0 (0.0)

515.0 (512.0) 14.0 (13.0) 2.72 (2.54) 0.0 (0.0)

449.0 (465.0) 8.0 (7.0) 1.78 (1.51) 2.0 (3.0) 7月1日で解消

479.5 (473.0) 10.5 (9.0) 2.19 (1.90) 0.0 (1.0)

387.5 (385.5) 10.0 (12.0) 2.58 (3.11) 0.0 (0.0)

327.0 (329.0) 8.0 (7.0) 2.45 (2.13) 0.0 (0.0)

146.0 (148.0) 5.0 (6.0) 3.42 (4.05) 0.0 (0.0)

218.0 (223.0) 7.0 (8.0) 3.21 (3.59) 0.0 (0.0)

519.5 (525.0) 15.0 (19.0) 2.89 (3.62) 0.0 (0.0)

181.0 (180.0) 4.0 (4.0) 2.21 (2.22) 0.0 (0.0)

176.0 (144.0) 4.0 (2.0) 2.27 (1.39) 0.0 (1.0)

160.0 (162.0) 5.0 (5.0) 3.13 (3.09) 0.0 (0.0)

180.0 (175.5) 6.0 (6.0) 3.33 (3.42) 0.0 (0.0)

410.0 (403.5) 10.0 (9.0) 2.44 (2.23) 0.0 (0.0)

71.0 (70.0) 3.0 (2.0) 4.23 (2.86) 0.0 (0.0)

76.5 (76.5) 3.0 (3.0) 3.92 (3.92) 0.0 (0.0)

63.0 (63.0) 1.0 (1.0) 1.59 (1.59) 0.0 (0.0)

205.0 (209.0) 5.5 (5.5) 2.68 (2.63) 0.0 (0.0)

65.0 (65.0) 2.0 (2.0) 3.08 (3.08) 0.0 (0.0)

備考

7,447.5 (7,483.0) 165.5 (167.0) 2.22 (2.23) 0.0 (0.0)

127.0 (138.0) 4.0 (4.0) 3.15 (2.90) 0.0 (0.0)

備考

1,708.5 (1,689.0) 16.0 (14.0) 0.94 (0.83) 23.0 (24.0)

51.0 (48.0) 1.0 (1.0) 1.96 (2.08) 0.0 (0.0)

54.5 (43.5) 1.0 (0.0) 1.83 (0.00) 0.0 (1.0)

注１

2

3 　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数

であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。

　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0であれば、法定雇用率達成となる。

国立大学法人

大分大学

公立大学法人

大分県立芸術文化短期大学

公立大学法人

大分県立看護科学大学

（平成28年 資料出所　大分労働局集計）

　①欄の「算定基礎職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に

設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害

者及び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知

的障害者並びに精神障害者である短時間障害者については、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントを行っている。

    機関別内訳(法定雇用率2.2％が適用される教育委員会)

機関名

大分県教育委員会

別府市教育委員会

機関名

①算定基礎職員数  ②障害者の数  ③雇用率  ④不足数

①算定基礎職員数  ②障害者の数  ③雇用率  ④不足数

平成28年6月1日現在

平成28年6月1日現在
第5表　特殊法人等(法定雇用率2.3％適用)

別府市水道局

豊後高田市役所

竹田市役所

玖珠町役場

九重町役場

日出町役場

姫島村役場

大分市教育委員会

日田市教育委員会

臼杵市教育委員会

杵築市教育委員会

大分市水道局

津久見市役所

大分市役所

別府市役所

中津市役所

日田市役所

臼杵市役所

佐伯市役所

宇佐市役所

豊後大野市役所

杵築市役所

国東市役所

由布市役所

大分県警察本部

    機関別内訳(法定雇用率2.3％が適用される地方公共団体)

機関名

大分県知事部局

大分県企業局

大分県病院局

①算定基礎職員数  ②障害者の数  ③雇用率  ④不足数

平成28年6月1日現在
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◎ 法定雇用率とは 

 

 民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞ

れ以下の割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされ

ている。 

 雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者又は知的障害者である（なお、精神障害者は雇

用義務の対象ではないが、精神障害者保健福祉手帳保持者を雇用している場合は雇用率に算定

することができる）。 

 

                      一般の民間企業 ……………………… ２．０％ 

  ○ 民間企業 ………    （50人以上規模の企業） 

                      特殊法人等 …………………………… ２．３％ 

                    労働者数43.5人以上規模の特殊法人、 

               独立行政法人、国立大学法人等 

 

  〇 国、地方公共団体 …………………………………………… ２．３％ 

       （43.5人以上規模の機関） 

 

  ○ 都道府県等の教育委員会 …………………………………… ２．２％ 

       （45.5人以上規模の機関） 

 

        （カッコ内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の 

        障害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【一般民間企業における雇用率設定基準】 

 

           身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数 

                     ＋ 失業している身体障害者及び知的障害者の数 

 

 

 

 

 

障害者雇用率 ＝                           

               常用労働者数 ＋ 失業者数  

  
 
   ※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の 

    障害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされている。 
     
   ※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、 

    ２人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。 
 
      ※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働 

時間が20時間以上30時間未満の労働者）については、１人分として、重度 

以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者につい 

ては、0.5人分としてカウントされる。 
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◎ 障害者雇用率達成指導の流れ  (厚生労働省資料) 
 

 実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、 
「雇入れ計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。 
 
   
   
    

 
雇用状況報告（毎年６月１日の状況） 

 

 
（障害者雇用促進法 第 43 条第７項） 
                                                            

 
 
 

 
雇入れ計画作成命令（２年計画） 

 

 翌年１月を始期とする２年間の計画（※）

を作成するよう、公共職業安定所長が命令

を発出 
                    （同法第 46 条第１項） 

 
 
 

 

 
雇入れ計画の適正実施勧告 

 

 計画の実施状況が悪い企業に対し、適正

な実施を勧告（計画１年目 12 月） 
         （同法第 46 条第６項） 

 
 
 
 
 

 
特 別 指 導 

 

 雇用状況の改善が特に遅れている企業に

対し、公表を前提とした特別指導を実施 
（計画期間終了後に９か月間） 

                                                 
 
 

 
 

 
企 業 名 の 公 表 

 

 
（同法第 47 条） 
 

 
                    不足数の特に多い企業については、当該企業の幹部に対し、厚生労

働省本省による直接指導も実施している。 
 〔指導実績〕 
  ○ 平成 27 年度の実績 
     ＊「雇入れ計画作成命令」の発出    ２７４社 
     ＊ 雇入れ計画の「適正実施勧告」    ８３社 
     ＊「特別指導」の実施          ３５社 
 

  ○ 雇入れ計画を実施中の企業  ５７４社（27 年度） 
 

  ○ 企業名の公表 
       平成３年度 ４社、15 年度 １社、16 年度 １社、17 年度 ２社、 
     18 年度 ２社、19 年度 ３社（うち１社は再公表）、20 年度 ４社、 
     21 年度 ７社（うち１社は再公表）、22 年度 ６社（うち２社は再公表） 
     23 年度 ３社（うち１社は再公表）、24 年度 ０社、25 年度 ０社、 
     26 年度 ８社 27 年度 ０社 

※平成 24 年１月１日以降の日を始期とする雇入れ計画から計画期間は３年間から２年間に短縮し

ている。 


